
平成３０年７月２７日 

  リーダー研修会参加の皆さん 

保護者様 

京都市立大淀中学校 

校長 脇坂 満 

 

台風１２号接近に伴うリーダー研修会実施の有無について 

 

盛夏の候，保護者の皆様におかれましては益々ご清栄のことと存じます。 

平素は本校教育にご協力賜りまして，誠にありがとうございます。 

さて，近畿東海地方への台風12号接近に伴い，明後日に開催を予定しておりますリーダ

ー研修会につきましては，以下の形で実施または中止を考えておりますので，ご理解のほ

どよろしくおねがいいたします 

 

記 

 特別警報・暴風警報について 

 

（1） 7月２９日（日）午前７時の時点で「特別警報」「暴風警報」が発令中の場合は 

研修会を中止致します。 

（2） 研修会開始後に発令された場合は，安全が確認できるまで，学校またはるり渓自

然の家での待機とし，安全確認後下校させます。不測の事態においては保護者と

連絡がとれるまで，学校またはるり渓自然の家にて待機を継続いたします。 

（3） 上記警報以外にも大雨･洪水に関する警報発令の場合は，生徒の安全を最優先に適

宜判断して参ります。 

 

   

以上，お子様にもその旨ご指導いただきますようお願いします。 



保存版 
平成○○年○月○○日 

  保護者様 

京都市立○○中学校 

校長 ○○ ○○ 

 

地震に対する非常措置についてのお知らせ 

 

本市においては，京都市（「京都府南部」と報道されます）に震度５弱以上の地震があ

った場合は，下記のような措置をとることが定められておりますので，テレビ，ラジオ，

インターネット等の情報に注意してください。 

 

記 

 

 １ 登校前に震度５弱以上の地震が発生した場合 

 

（１） 原則として，下記の通り臨時休業とします。 

   ※下校・降園後，深夜０時までに発生した場合は翌日を臨時休業に，深夜０時以降，

登校・園までに発生した場合は当日を臨時休業にします。 

※ 休業日，休業前日に発生した場合は，原則として休業明けの登校日を臨時休業と

しますが，安全が確認でき，授業等を実施する場合は，学校ホームページにより，

授業等を実施する旨を連絡します。 

  （２）臨時休業とした場合，登校の再開日は学校・園及び近隣の被災状況を確認のう

え，改めて学校から連絡します。 

 

 ２ 在校中に震度５弱以上の地震が発生した場合 

   下校の安全が確認できるまで，学校に待機とします。その後，安全確認後下校させ

ますが，不測の事態においては保護者と連絡がとれるまで学校待機を継続いたします。 

 

以上，お子様にもその旨ご指導いただきますようお願いします。 

 

 

学校ホームページのアドレス                     

 


